
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結合剤（Ａ）、平均粒子径０．０５～５ｍｍの粒状透明骨材（Ｂ）、平均粒子径０．１
～８ｍｍの鱗片状透明骨材（Ｃ）、及び平均粒子径１～６００μｍの真珠光沢顔料（Ｄ）
を必須成分とし、前記結合剤（Ａ）の固形分１００重量部に対し、前記粒状透明骨材（Ｂ
）を１００～４０００重量部、前記鱗片状透明骨材（Ｃ）を１～５００重量部、前記真珠
光沢顔料（Ｄ）を０．１～２００重量部含有し、前記鱗片状透明骨材（Ｃ）と前記真珠光
沢顔料（Ｄ）との重量比が１：０．０５～ であることを特徴とする装飾性塗材。
【請求項２】
　請求項１記載の装飾性塗材をシート状に成形して得られる装飾性建材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規な装飾性塗材及び装飾性建材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建築物の内外壁面等を装飾するための材料として、合成樹脂エマルション等の結
合剤に天然骨材や人工骨材が配合された塗材が多く用いられている。例えば、特公平２－
４０７０２号公報（特許文献１）には、天然石調の模様を形成することができる塗材とし
て、無色透明な被膜を形成する結合剤と着色骨材と透明骨材とを組み合わせた塗材が開示
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されている。この特許文献１の塗材では、着色骨材によって表出される意匠性に深みを与
えることを目的として、長石、寒水石、ガラスビーズ等の透明骨材が補助的に配合されて
いる。
【０００３】
　これに対し、特開２００３ -２３１８６２号公報（特許文献２）には、長石、寒水石、
ガラスビーズ等の透明骨材を比較的多量に含む塗材が開示されている。この特許文献２で
は、形成塗膜における透明感と質感を高めるため、塗材固形分中における透明骨材の含有
率が２０～７５重量％に設定されている。しかし、このような塗材によって得られる塗膜
では、ある程度の透明感は付与できるものの、輝度感のある仕上りを得ることは難しく、
全体的な質感の点においても改善の余地がある。
【０００４】
　骨材含有塗材において輝度感を付与する手法として、塗材中に雲母を配合することが知
られている。例えば、特開２００１－３００２号公報（特許文献３）には、粒径１～２０
０μｍ程度の着色骨材と、サイズ１５０～３．５メッシュの雲母と、合成樹脂エマルショ
ンを含む装飾用塗装材が開示されている。この特許文献３では、雲母配合の効果により輝
度感が付与され、天然石により近い重厚さを有する模様が形成できることが記載されてい
る。
【０００５】
【特許文献１】特公平２－４０７０２号公報
【特許文献２】特開２００３ -２３１８６２号公報
【特許文献３】特開２００１－３００２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　長石、寒水石、ガラスビーズ等の透明骨材を高比率で含む塗材においても、上記特許文
献３のように雲母を配合することで、輝度感の向上が期待できる。しかしながら、このよ
うな塗材では、実際のところある程度雲母を配合しても、その形成塗膜において雲母が視
覚的に埋没してしまい、雲母配合による輝度感向上効果を得ることは難しい。
【０００７】
　本発明は、上述のような問題点に鑑みなされたもので、長石、寒水石、ガラスビーズ等
の透明骨材を高比率で含む塗材に輝度感を付与し、その質感を高めることを目的とするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、結合剤、平均粒子径０．
０５～５ｍｍの粒状透明骨材に加え、特定の骨材・顔料等を必須成分とする装飾性塗材、
さらには当該装飾性塗材により得られる装飾性建材に想到し、本発明を完成させるに到っ
た。
【０００９】
　すなわち、本発明は以下の特徴を有するものである。
１．結合剤（Ａ）、平均粒子径０．０５～５ｍｍの粒状透明骨材（Ｂ）、平均粒子径０．
１～８ｍｍの鱗片状透明骨材（Ｃ）、及び平均粒子径１～６００μｍの真珠光沢顔料（Ｄ
）を必須成分とし、前記結合剤（Ａ）の固形分１００重量部に対し、前記粒状透明骨材（
Ｂ）を１００～４０００重量部、前記鱗片状透明骨材（Ｃ）を１～５００重量部、前記真
珠光沢顔料（Ｄ）を０．１～２００重量部含有し、前記鱗片状透明骨材（Ｃ）と前記真珠
光沢顔料（Ｄ）との重量比が１：０．０５～ であることを特徴とする装飾性塗材。
２．１ .記載の装飾性塗材をシート状に成形して得られる装飾性建材。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、透明骨材を高比率で含む装飾性塗材に輝度感を付与し、その質感を高
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めることができる。本発明の装飾性塗材は、特にコテ仕上げに適した材料である。また、
本発明の装飾性塗材は、予めシート状に成形された装飾性建材として用いることもでき、
かかる装飾性建材では、より安定した塗膜性能を発揮させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１２】
　本発明塗材における結合剤（Ａ）（以下「（Ａ）成分」ともいう）としては、水溶性樹
脂、水分散性樹脂、溶剤可溶形樹脂、無溶剤形樹脂、非水分散形樹脂、粉末樹脂等の各種
結合剤、あるいはこれらを複合化した結合剤等を使用することができる。これらは架橋反
応性を有するものであってもよい。また、（Ａ）成分の形態は特に限定されず、１液型、
２液型のいずれであってもよい。本発明では特に、水溶性樹脂及び／または水分散性樹脂
が好適に用いられる。使用可能な樹脂の種類としては、例えば、セルロース、ポリビニル
アルコール、エチレン樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、アルキッド樹脂、塩化
ビニル樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、アクリルシ
リコン樹脂、フッ素樹脂等、あるいはこれらの複合系等を挙げることができる。
【００１３】
　（Ａ）成分のガラス転移温度は、適宜設定することができ、通常は－５０～５０℃程度
である。（Ａ）成分として水分散性樹脂を使用する場合、ガラス転移温度を－５０～３０
℃（さらには－４０～１０℃）に設定すれば、造膜助剤等の混合量を削減することができ
、内装仕上げ用として好適な低ＶＯＣ（低揮発性有機化合物）塗材を得ることができる。
【００１４】
　本発明塗材における粒状透明骨材（Ｂ）（以下「（Ｂ）成分」という）は、形成塗膜に
透明感を付与する成分である。本発明では、このような（Ｂ）成分が比較的高比率で含ま
れることにより、主に白を基調とした透明感を有する意匠性を表出することができる。（
Ｂ）成分としては、このような効果が発揮可能なものであれば、特に制限されず使用でき
る。なお、本発明における（Ｂ）成分は、後述の（Ｃ）成分とは異なる形状を有するもの
である。
【００１５】
　本発明における（Ｂ）成分としては、光透過率が３％以上（好ましくは３～５０％、よ
り好ましくは１０～３０％）であるものが好適である。このような（Ｂ）成分を使用する
ことにより、形成塗膜において適度な透明感と質感が得られやすくなる。なお、ここに言
う光透過率とは、濁度計による全光線透過率の値である。この測定では、（Ｂ）成分の試
料を内厚５ｍｍの透明ガラス製セル中に充填し、次いで徐々に水を充填した後、セル中の
気泡を振動によって取り除いたものを用いる。但し試料としては、粒子径が０．５～１．
０ｍｍのものを選別して用いる。
【００１６】
　このような（Ｂ）成分の具体例としては、例えば長石、珪砂、珪石、寒水石、ガラスビ
ーズ等が挙げられる。この中でも、本発明では特に寒水石が好適である。　
【００１７】
　（Ｂ）成分の平均粒子径は、通常０．０５～５ｍｍ、好ましくは０．１～２ｍｍである
。（Ｂ）成分が小さすぎる場合は、塗膜に割れが生じやすくなる。（Ｂ）成分が大きすぎ
る場合は、表面の凹凸が大きくなり、意匠性や質感の点において不利となる。（Ｂ）成分
としては特に、粒子径が０．２ｍｍを超え２ｍｍ以下で、平均粒子径０．３～１．５ｍｍ
のものが好ましい。なお、（Ｂ）成分の平均粒子径は、ＪＩＳ　Ｚ８８０１－１：２００
０に規定される金属製網ふるいを用いてふるい分けを行い、その重量分布の平均値を算出
することによって得られる値である。
【００１８】
　（Ｂ）成分の混合比率は、（Ａ）成分の固形分１００重量部に対し、通常１００～４０
００重量部、好ましくは２００～２０００重量部である。（Ｂ）成分がこのような混合比
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率であれば、形成塗膜に適度な透明感を付与することが可能となる。（Ｂ）成分が１００
重量部より少ない場合は、（Ｂ）成分による透明感や質感が得られ難い。（Ｂ）成分が４
０００重量部より多い場合は、相対的に結合剤の比率が小さくなり、形成塗膜において（
Ｂ）成分が脱落する等の不具合が生じやすくなる。
【００１９】
　本発明における鱗片状透明骨材（Ｃ）（以下「（Ｃ）成分」という）は、形成塗膜に輝
度感を付与するための必須成分である。このような（Ｃ）成分は、鱗片状の厚さ方向にお
いて透明性を有するものであればよい。なお、本発明に言う鱗片状とは、厚さの５倍以上
（好ましくは１０倍以上）の短径を有する扁平な形状のことである。短径と長径の比は、
通常１：１～１：５程度である。
【００２０】
　具体的に（Ｃ）成分としては、例えば白雲母、合成雲母、シリカフレーク、ガラスフレ
ーク、樹脂フレーク等が挙げられる。この中でも白雲母が好適である。
【００２１】
　（Ｃ）成分の平均粒子径は、通常０．１～８ｍｍ、好ましくは０．５～５ｍｍである。
（Ｃ）成分の平均粒子径がこのような範囲内であれば、形成塗膜の輝度感、質感の点にお
いて好適である。（Ｃ）成分としては特に、粒子径が０．９ｍｍ以上８ｍｍ以下で、平均
粒子径１～５ｍｍのものが好ましい。なお、（Ｃ）成分の平均粒子径は、上述の（Ｂ）成
分と同様に、ＪＩＳ　Ｚ８８０１－１：２０００に規定される金属製網ふるいを用いてふ
るい分けを行い、その重量分布の平均値を算出することによって得られる値である。
　（Ｃ）成分の平均厚みは、通常１～５００μｍ、好ましくは５～２００μｍである。こ
こに言う平均厚みは、例えばマイクロメーターにより測定される値の平均値を算出するこ
とにより求めることができる。
【００２２】
　（Ｃ）成分の混合比率は、（Ａ）成分の固形分１００重量部に対し、通常１～５００重
量部、好ましくは５～１００重量部である。（Ｃ）成分が１重量部より少ない場合は、形
成塗膜において十分な輝度感を得ることができない。（Ｃ）成分が５００重量部より多い
場合は、全体的な質感が損われやすくなる。
【００２３】
　本発明塗材では、真珠光沢顔料（Ｄ）（以下「（Ｄ）成分」という）を必須成分として
含むことにより、上記（Ｃ）成分配合による輝度感を十分に発現させることが可能となる
。本発明に用いる真珠光沢顔料とは、高屈折率の極めて薄い鱗片状（平均厚みは通常０．
０５μｍ以上１μｍ未満）であって、入射光を多重反射させて真珠光沢を呈するものであ
る。具体的に（Ｄ）成分としては、白雲母、合成雲母、シリカフレーク、またはガラスフ
レーク等の基体に、金属または金属酸化物を被覆したものを使用することができる。この
うち、金属または金属酸化物に含まれる金属としては、チタン、鉄、アルミニウム、亜鉛
、錫、ジルコニウム、コバルト、ニッケル、金、銀等が挙げられる。なお、（Ｄ）成分の
平均厚みは、電子顕微鏡による観察により求めることができる。
【００２４】
　（Ｄ）成分配合による効果の作用機構については明らかではないが、概ね以下のような
ことが考えられる。
　一般に、着色骨材等を含む塗材に（Ｃ）成分を配合した場合には、（Ｃ）成分の光反射
作用により輝度感が発現される。ところが、（Ｂ）成分を高比率で含む塗材に（Ｃ）成分
を配合した場合には、（Ｂ）成分の光透過性によって（Ｃ）成分の光反射作用が低減する
。その結果（Ｃ）成分が視覚的に埋没してしまい、十分な輝度感向上効果を得ることがで
きない。
　これに対し、本発明では（Ｂ）成分、（Ｃ）成分に加え（Ｄ）成分を配合する。本発明
では、この（Ｄ）成分が（Ｃ）成分の表裏面近傍において光反射作用を発揮し、（Ｃ）成
分をきわ立たせるものと考えられる。特に、コテ仕上げを行った場合には、（Ｃ）成分及
び（Ｄ）成分が塗膜面に沿って配列しやすくなり、本発明の効果が顕著となる。
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【００２５】
　（Ｄ）成分の平均粒子径は、（Ｃ）成分の平均粒子径よりも小さいことが望ましく、通
常は１～６００μｍ、好ましくは１～１８０μｍ、より好ましくは５～８０μｍである。
（Ｄ）成分の平均粒子径がこのような範囲内であれば、形成塗膜における輝度感付与の点
で好適である。なお、（Ｄ）成分の平均粒子径は、遠心沈降式粒度分布測定装置によって
測定される５０％粒子径の値である。
【００２６】
　（Ｄ）成分の混合比率は、（Ａ）成分の固形分１００重量部に対し、通常０．１～２０
０重量部、好ましくは０．５～１００重量部、より好ましくは１～５０重量部である。さ
らに、本発明では、（Ｃ）成分と（Ｄ）成分との重量比が１：０．０５～ （好まし
くは１：０．１～１：２、より好ましくは１：０．２～１：１．５）となるように両者を
併用することが望ましい。このように（Ｄ）成分を混合することにより、十分な輝度感を
得ることができる。（Ｄ）成分が少なすぎる場合は、輝度感に乏しい塗膜しか得ることが
できない。（Ｄ）成分が多すぎる場合は、（Ｂ）成分及び（Ｃ）成分による質感が損われ
るおそれがある。
【００３１】
　本発明塗材は、上記成分を公知の方法によって均一に混合することで製造することがで
きるが、必要に応じ通常塗材に使用可能なその他の成分を混合することもできる。このよ
うな成分としては、例えば、着色顔料、体質顔料、増粘剤、造膜助剤、レベリング剤、可
塑剤、凍結防止剤、ｐＨ調整剤、希釈剤、防腐剤、防黴剤、防藻剤、抗菌剤、分散剤、消
泡剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、光安定剤、繊維、触媒、架橋剤等が挙げられる。
【００３２】
　また、本発明の効果が損われない範囲内であれば、上記（Ｂ）成分・（Ｃ）成分以外の
骨材を混合することもできる。このような骨材としては、例えば、自然石、自然石の粉砕
物等の天然骨材、及び着色骨材等の人工骨材、その他、アルミナフレーク、貝殻片、金属
片、ゴム片、プラスチック片、木片等、あるいはこれらの表面を着色コーティングしたも
の等を使用することができる。このような骨材を配合することにより、形成塗膜の色相、
質感等を調整することができる。また、アクセント的な意匠性を得ることもできる。なお
、ここに言う骨材は通常、不透明であり、光干渉性を具備するものでもない。
　このような骨材は、（Ｂ）成分と（Ｃ）成分の合計重量よりも少なく配合することが望
ましく、具体的にはその合計重量を１とした場合、骨材の比率は０．５以下（好ましくは
０．２以下）とすることが望ましい。
【００３３】
　本発明の装飾性塗材は、主に建築物や土木構造物等の表面化粧材として使用することが
できるものである。適用可能な基材としては、例えば、石膏ボード、合板、コンクリート
、モルタル、磁器タイル、繊維混入セメント板、セメント珪酸カルシウム板、スラグセメ
ントパーライト板、石綿セメント板、ＡＬＣ板、サイディング板、押出成形板、鋼板、プ
ラスチック板等が挙げられる。これら基材の表面は、何らかの表面処理（例えば、シーラ
ー、サーフェーサー、フィラー、パテ等）が施されたものでもよく、既に塗膜が形成され
たものや、既に壁紙が貼り付けられたもの等であってもよい。シーラー等によって表面処
理を行う場合は、シーラーの色相を装飾性塗材の共色に設定しておくことが望ましい。
【００３４】
　本発明塗材の塗装方法としては、公知の方法を採用することができ、例えば、コテ塗り
、スプレー塗り、ローラー塗り、刷毛塗り等が可能である。
　このうち、本発明では、コテを用いて塗面を仕上げる方法が好適である。このような方
法によれば、コテで塗面を均す際に、上記（Ｃ）成分、（Ｄ）成分等が塗膜面に沿って配
列しやすくなり、本発明の効果が最大限に発揮される。コテとしては、例えば金ゴテ、木
ゴテ等が使用できる。なお、塗材を基材に塗付（配り塗り）する際には、コテが使用でき
るのは勿論であるが、その他の方法、例えば吹き付け、ローラー塗り等を採用することも
できる。
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【００３５】
　塗装時の塗付量は特に限定されず、適宜設定することができるが、通常は０．５～８ｋ
ｇ／ｍ２（好ましくは１～５ｋｇ／ｍ２）程度とすればよい。
　塗装時には、水等で希釈することによって、塗材の粘性を適宜調製することもできる。
希釈割合は、通常０～１０重量％程度である。塗装時の固形分は、通常６０～９０重量％
程度である。
　本発明塗材の塗装及び乾燥は通常、常温（５～４０℃程度）で行えばよい。塗装後、塗
面をローラー、コテ、刷毛、櫛、へら等で処理することで種々の凹凸模様を形成すること
もできる。常温で乾燥を行う場合は通常、塗付後２４時間以上の乾燥時間を設けることに
より、硬化塗膜を形成することができる。なお、塗材の乾燥は、必要に応じ高温下で行う
こともできる。
【００３６】
　本発明塗材による塗膜を形成した後、必要に応じクリヤー塗料や撥水剤等を塗付するこ
ともできる。このうち、クリヤー塗料としては、例えばアクリル樹脂系塗料、ウレタン樹
脂系塗料、エポキシ樹脂系塗料、アクリルシリコン樹脂系塗料、フッ素樹脂系塗料等が挙
げられる。このようなクリヤー塗料は、艶消し剤の配合等によって艶の程度を調整するこ
ともできる。また、本発明の効果を阻害しない限り、着色を施すこともできる。撥水剤と
しては、アルコキシシラン化合物やシリコーン樹脂等を主成分とするもの等が使用できる
。
　このようなクリヤー塗料や撥水剤等を塗付する方法としては、公知の方法を採用するこ
とができ、例えば、スプレー塗り、ローラー塗り、刷毛塗り等が採用できる。
【００３７】
　本発明では、上記装飾性塗材を予めシート状に成形することもできる。本発明装飾性塗
材をシート状に成形する方法としては、公知の方法を採用すればよいが、例えば、（ｉ）
装飾性塗材を支持体に塗付する方法や、（ ii）装飾性塗材を型枠に流し込み硬化後に脱型
する方法、等を用いることができる。成形後の建材表面には、必要に応じクリヤー塗料や
撥水剤等を塗付することもできる。
【００３８】
　上記（ｉ）の方法における支持体としては、例えば織布、不織布、セラミックペーパー
、合成紙、ガラスクロス、メッシュ、石膏ボード、合板、スレート板、金属板等が挙げら
れる。このような支持体を使用することにより、建材の強度等を十分に確保することがで
きる。このような支持体に装飾性塗材を塗付する際には、例えばスプレー、フローコータ
ー、ロールコーター等を用いることができる。
【００３９】
　上記（ ii）における型枠としては、例えばシリコン樹脂、ウレタン樹脂製等の型枠、あ
るいは離型紙を設けた型枠等が使用できる。型枠側を建材表面とする場合は、型枠内側の
形状を調整することで、建材表面に所望の凹凸模様を付与することができる。型枠側を建
材裏面とする場合は、この裏面に凹凸が形成されるようにすれば建材の接着性を高めるこ
ともできる。
　上記（ ii）では、流し込みに代えて、スプレー、こて、レシプロ、コーター等の手段を
用いた方法を採用することもできる。また、（ｉ）で挙げたような支持体を積層すること
もできる。硬化時には、加熱処理を施してもよい。
【００４０】
　以上のような装飾性建材は、流通時にはシート状成形体として取り扱い、これを建築物
や土木構造物等の施工現場に搬入した後、各種基材に施工すればよい。装飾性建材を施工
する際には、接着剤、粘着剤、粘着テープ、釘、鋲等を用いて基材に貼着すればよい。そ
の他、ピン、ファスナー、レール等を用いて固定化することもできる。装飾性建材の施工
においては、例えばスプレー塗装による材料の飛散等の問題がなく、作業性の点で優れて
おり、また予め工場で塗膜化したものを使用するため塗膜管理が容易であり、安定した塗
膜性能を発揮させることができる。装飾性建材の厚みは特に限定されないが、通常０．５
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～８ｍｍ程度である。
【実施例】
【００４１】
　以下に実施例を示し、本発明の特徴をより明確にする。
【００４２】
（実施例１）
　水分散性樹脂２００重量部（固形分１００重量部）に対し、粒状透明骨材Ａを７００重
量部、粒状透明骨材Ｂを７００重量部、鱗片状透明骨材を２０重量部、真珠光沢顔料を１
０重量部、水を４００重量部、造膜助剤を１０重量部、増粘剤を５重量部、消泡剤を５重
量部混合し、常法にて均一に攪拌して塗材１を製造した。
【００４３】
　４５０ｍｍ×３００ｍｍのスレート板に対し、白色の下塗材を塗付量０．３ｋｇ／ｍ２
で塗装し、４時間乾燥後、上記方法で得られた塗材１をコテを用いて塗付量２ｋｇ／ｍ２
で塗装し、４８時間乾燥した。なお、塗材の塗装及び乾燥は、すべて標準状態（温度２３
℃・相対湿度５０％）下で行った。
　以上の方法で得られた試験体の外観を確認したところ、その仕上りは白い色調で、透明
感と輝度感のいずれにも優れるものとなった。
【００４４】
　なお、塗材の製造に使用した原料は、以下の通りである。
・水分散性樹脂：アクリル樹脂エマルション（固形分５０％、ガラス転移温度１８℃）
・粒状透明骨材Ａ：寒水石（平均粒子径０．３ｍｍ、光透過率１６％）
・粒状透明骨材Ｂ：寒水石（平均粒子径０．８ｍｍ、光透過率１６％）
・鱗片状透明骨材：白雲母（平均粒子径２ｍｍ、平均厚み４０μｍ）
・真珠光沢顔料：酸化チタン被覆雲母（平均粒子径３０μｍ）
・不透明骨材Ａ：着色珪砂（橙色、平均粒子径１５０μｍ）
・不透明骨材Ｂ：貝殻片（平均粒子径３ｍｍ）
・造膜助剤：２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールモノイソブチレート
・増粘剤：ヒドロキシエチルセルロース粉
・消泡剤：シリコーン系消泡剤（固形分５０重量％）
 
【００４５】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４６】
（実施例２）
　表１に示す配合にて塗材２を製造し、実施例１と同様の方法で試験を行った。その結果
、得られた塗膜は若干赤味を帯びた白い色調で、透明感と輝度感のいずれにも優れるもの
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となった。
【００４７】
（実施例３）
　表１に示す配合にて塗材３を製造し、実施例１と同様の方法で試験を行った。その結果
、得られた塗膜は白い色調で、透明感と輝度感のいずれにも優れるものとなった。さらに
、貝殻片がアクセント的な美観性を付与していた。
【００４８】
（実施例４）
　表１に示す配合にて塗材４を製造し、実施例１と同様の方法で試験を行った。その結果
、得られた塗膜は若干赤味を帯びた白い色調で、透明感と輝度感のいずれにも優れるもの
となった。
【００４９】

　表１に示す配合にて塗材５を製造し、実施例１と同様の方法で試験を行った。その結果
、得られた塗膜は若干赤味を帯びた白い色調で、透明感と輝度感を有していたが、やや質
感に劣る外観となった。
【００５０】

　表１に示す配合にて塗材６を製造し、実施例１と同様の方法で試験を行った。その結果
、得られた塗膜は若干赤味を帯びた白い色調で、透明感と輝度感を有するものとなったが
、輝度感についてはやや不十分であった。
【００５３】

　表１に示す配合にて を製造し、実施例１と同様の方法で試験を行った。その結果
、比較例１では、上記実施例のような仕上外観を得ることはできなかった。
【００５４】

　離型剤を塗布した型枠（縦３００ｍｍ×横３００ｍｍ×深さ２ｍｍ）に、実施例１の塗
材１を流し込み、こてを用いて平滑にならした。２３℃下で４８時間硬化後脱型すること
により、シート状成形体１を得た。以上の方法で得られた成形体の外観は白い色調で、透
明感と輝度感のいずれにも優れるものとなった。また、石膏ボード下地の壁面に対し、ア
クリル樹脂接着剤を用いて複数枚のシート状成形体１を貼り付けたところ、安定した装飾
性の壁面が得られた。

10

20

30

(8) JP 3980032 B2 2007.9.19

（比較例１）

（比較例２）

（比較例３）
塗材７

（実施例５）
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